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仕 様 書 

 

契約名：一般消耗品単価契約 

 

契約期間：令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

 

国立研究開発法人国立循環器病研究センター（以下「当センター」という。）における一般消

耗品単価契約（以下、「本契約」という。）に関して、下記の仕様に基づき行うものとする。 

 

記 

 

（契約単価の設定について） 

１．新規採用の一般消耗品において、契約単価設定方法は従来の契約単価を参考に同メーカ

ー、同商品、同定価のくくりで該当品の契約単価を設定し、当センターに見積価格を提示

する。 

２．その他、メーカーの定める定価の変更など一般消耗品の市場価格を取り巻く環境が変化し

た場合や、上記１．に該当する品目で当センター・納入者共に問題があると判断した場合

は、市場価格等を参考に、当センター・納入者共に本業務の目的に沿って、誠意を持って

契約単価を協議するものとする。 

 

（その他） 

４．当センターから価格交渉を申し入れた場合、誠実に対応すること。 

５．試供品対応やリコール時の対応が速やかにできる体制を整備すること。 

６．緊急時や災害時の対応を含め、その運用について当センターと協議し承認を得ること。 

７．契約物品の発注・検査及び管理業務、また契約代金の支払い業務については、当センター

が契約している診療材料等物品調達及び管理等業務受託者（以下、「ＳＰＤ業務受託者」

という。）が対応するため、情報共有を密に行うこと。 

８．メーカー不問及び同等品での落札製品については、ＳＰＤ業務受託者へのデータ登録のた

め当センターへ納品予定の製品型番を報告すること。契約期間中に製品を変更する場合は

速やかに当センターへ報告を行うこと。 

９．この仕様書に定めのない事項に関して疑義が生じた場合は、当センターと納入者で協議を

行い決定する。また、必要に応じてＳＰＤ業務受託者も含めて協議を行い決定する。 


